
（第５１期）

 貸　 借　 対　 照　 表

（２０２１年３月３１日現在）

   旭化成エンジニアリング株式会社

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額

千円 千円

（　資　産　の　部　） 　（　負　債　の　部　）　 ( 7,257,092 )

  流　動　資　産 20,006,016   流　動　負　債 6,901,365

現 金 及 び 預 金 45,531 工 事 未 払 金 4,126,259

受 取 手 形 220,691 未 払 金 326,745

完 成 工 事 未 収 入 金 11,908,553 未 払 費 用 1,944,944

商 品 及 び 製 品 195,290 未 成 工 事 受 入 金 319,390

未 成 工 事 支 出 金 851,199 預 り 金 23

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 41,561 未 払 住 民 税 及 び 事 業 税 80,882

前 渡 金 701,710 未 払 消 費 税 等 98,177

前 払 費 用 19,908 工 事 損 失 引 当 金 3,606

未 収 入 金 18,294 そ の 他 1,338

立 替 金 460,144

短 期 貸 付 金 5,548,498

貸 倒 引 当 金 △ 5,363   固　定　負　債 355,727

退 職 給 付 引 当 金 355,727

  固　定　資　産 1,288,595

　有　形　固　定　資　産 727,277

建 物 469,471 　（　純 資 産 の 部　）　 ( 14,037,519 )

構 築 物 20,530

機 械 及 び 装 置 83,839 　株　主　資　本 14,037,519

工 具 、 器 具 及 び 備 品 110,058

土 地 700 　 資　　本　　金 400,000

建 設 仮 勘 定 42,678

 　資 本 剰 余 金 18,501

資 本 準 備 金 18,501

　無　形　固　定　資　産 126,490 　 利 益 剰 余 金 13,619,018

ソ フ ト ウ ェ ア 113,198 利 益 準 備 金 100,000

そ の 他 13,293 そ の 他 利 益 剰 余 金 13,519,018

別 途 積 立 金 2,150,000

繰 越 利 益 剰 余 金 11,369,018

　投 資 そ の 他 の 資 産 434,828

投 資 有 価 証 券 1,000

関 係 会 社 株 式 100,000

長 期 前 払 費 用 4,070

差 入 保 証 金 67,079

繰 延 税 金 資 産 258,808

そ の 他 3,871

資　産　合　計 21,294,611 負 債 ・ 純 資 産 合 計 21,294,611

（注1）記載金額は、千円未満を四捨五入して表示している。

（注2）当期純利益　2,967,130千円
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式･･････移動平均法による原価法

　　その他有価証券

　　　時価のないもの･･････移動平均法による原価法

（２）棚卸資産

　　商品及び製品････････防爆タッチパネル：総平均法による原価法

　　　　　　　　　　　　その他：個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による　

　　　　　　　　　　　　簿価切下げの方法により算定）

　　未成工事支出金･･････個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による

　　　　　　　　　　　　　簿価切下げの方法により算定）

　　原材料及び貯蔵品････個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による

　　　　　　　　　　　　　簿価切下げの方法により算定）

（３）デリバティブ等の評価基準及び評価方法･･････時価法

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）･･････定額法

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

    ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく

　　定額法、その他の無形固定資産は定額法

（３）リース資産

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３．引当金の計上基準

（１）工事損失引当金

　　工事の損失に備えるため、損失が発生すると見込まれ、かつ、損失額を合理的に見積ることが出来る場合は翌期以降

　　に発生が見込まれる工事損失額を計上している。

（２）退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

　　①退職給付見込額の期間帰属方法

　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式

　　基準によっている。

    ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理して

    いる。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による

    定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

（３）貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念等特定の債権については、

　　個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

４．収益及び費用の計上基準

　完成工事高及び完成工事原価の認識基準

　　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の

　　工事契約については工事完成基準を適用している。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度

　　の見積は、原価比例法によっている。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

（１）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

（２）ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によっている。

（３）消費税等の会計処理方法

　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

（４）連結納税制度の適用

　　連結納税制度を適用している。

（５）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設された

　　グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが

　　行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の

　　適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号）第３項の取扱いにより、

　　「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針28号）第44項の定めを

　　適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。

（６）子会社の吸収合併
　　当社は、電気・計装・制御・情報技術における一体運営による実施力の強化を図るため、
　　令和2年4月1日付で、子会社の旭化成ＥＩＣソリューションズ株式会社を吸収合併している。
　　　被合併会社（旭化成ＥＩＣソリューションズ）の内容
　　　　売上高 5,643,125 千円
　　　　資　産 3,882,116 千円
　　　　従業員 175 人
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（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,358,173千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（１）関係会社に対する短期金銭債権 11,518,181千円

（２）関係会社に対する短期金銭債務 1,491,191千円

（損益計算書に関する注記）

１．関係会社との取引高

（１）営業取引による取引高

　　　　完成工事高 16,161,650千円

　　　　仕　入　高 1,918,647千円

（２）営業取引以外の取引高 196,910千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当事業年度末日における発行済株式の総数

　　普通株式 800,000株

２．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
　  2020年6月26日開催の株主総会において、次のとおり決議している。
　　普通株式の配当に関する事項
（イ）配当金の総額 261,600千円
（ロ）配当の原資 利益剰余金
（ハ）１株当たり配当額 327円
（二）基準日 2020年3月31日
（ホ）効力発生日 2020年6月27日

３．当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
　  2021年6月21日開催の株主総会において、次のとおりの決議を予定している。
　　普通株式の配当に関する事項
（イ）配当金の総額 349,600千円
（ロ）配当の原資 利益剰余金
（ハ）１株当たり配当額 437円
（二）基準日 2021年3月31日
（ホ）効力発生日 2021年6月22日

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因は、未払費用及び退職給付引当金である。
また、評価性引当額は △4,568千円である。

（資産除去債務に関する注記）
　当社は、旭化成株式会社と「土地賃貸借契約」を締結しており、当社所有の事務所を設置し、
各種プラント設備の設計、診断及びメンテナンス等のエンジニアリングサービスを実施している。
また、旭化成株式会社ならびに旭化成オフィスワン株式会社と「建物賃貸借契約」を締結しており、
同様の業務を実施している。当社は当該賃貸借契約に基づき、契約終了時における原状回復義務を
有している。
　しかし、当該土地、建物は、旭化成グループ各社へのエンジニアリングサービスの提供を当社が
担うために賃借しているものであるため、当該賃借により営んでいる各事業の継続及び撤退の
判断については、当社の意思決定に加えて旭化成グループの総合的な判断も考慮して行われる
ことから、資産除去債務の履行時期及び履行時期の範囲と蓋然性を予測することは困難である。
　また、除去費用については、当該賃貸借契約に基づき契約終了時の当該事業の継続及び撤退の
判断の経緯を踏まえて、契約先各社と協議の上原状回復義務を履行することとなるため、当社の
負担する除去費用の金額及びその発生確率を見積もることは困難である。
従って、当該資産除去債務については決算日現在入手可能な全ての証拠を勘案し、最善の見積もり
を行っても履行時期の予測及び除去費用の負担額の見積もりが困難であり、資産除去債務を
合理的に見積ることができないため計上していない。
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